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障害福祉サービスに係る条例等の改正（平成 28年 4月 1日施行）について 

 

 

国（厚生労働省）において、構造改革特別区域内における特例として認めて

いる、指定小規模多機能型居宅介護事業者が提供している障害者に対する通い

サービスについて、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する法律

（「障害者総合支援法」）に基づく、基準該当自立訓練として、全国展開するた

め、基準省令等の一部改正を進めている。 

 

１ 国における改正省令 

「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する法律に基づく指定障

害サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準」の一部を改正 

 ※平成 27年 11月 18日～平成 27年 12月 17日まで意見募集を実施。 

 

２ 改正省令の内容 

指定小規模多機能型居宅介護事業所及び指定看護小規模多機能型居宅介護

事業所において、障害者に対し通いサービスを提供した場合に、当該通いサー

ビスを基準該当自立訓練とみなすこと、当該指定小規模多機能型居宅介護事業

所等の利用定員について、現行の小規模多機能型居宅介護事業所及び看護小規

模多機能型居宅介護事業所における通いサービスの利用定員の範囲内とする

こと等を規定する。 

 

３ 省令施行日 

  平成 28年４月１日施行予定 

 

４ 当市における対応 

基準省令の改正を踏まえ、当市において、関係する条例等の一部改正を進め

ることとする。（関係条例等は以下のとおり。） 

・いわき市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準

等を定める条例 

・いわき市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準

等を定める条例施行規則 

 

５ 条例等施行日 

  平成 28年４月１日施行予定 

  ※平成 27年度２月市議会定例会に議案として提出。 
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